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「道路交通法」改正に伴うお願いについて 

 

春暖の候、平素より本校教育活動にご理解、ご協力を賜り誠に有り難うございます。 

さて、令和５年４月１日より道路交通法の改正に伴い、自転車の運転については、ヘルメットの着

用が努力義務となりました。また、大阪府では、平成２８年7月1日から「大阪府自転車条例」により、

自転車事故の備えと、被害者の救済を図る趣旨から自転車利用者（未成年者の場合は保護者）に

対し、自転車を使用する場合の自転車損害賠償保険等の加入が義務付けられています。 

本校でもこれまでに、部活動の公式戦及び練習等において自転車を利用することがありました。

この度の改正を受け、部活動の移動におきましては公共交通機関や貸切バス等を使用することが

増えることにご理解・ご協力をお願いするとともに、自転車を利用しての移動におきましては、条例、

及び法律の定めるとおり、自転車損害賠償保険等の加入並びにヘルメットのご準備をいただき、ヘ

ルメットの着用に努めるようお願いします。 

 

※すでに自転車向け賠償責任保険ご加入、または、自動車保険や傷害保険、共済などにおいて個

人賠償責任保険特約がついている保険に加入されている場合は、改めてご加入いただく必要は

ありません。 

≪参考≫ 

  ・道路交通法 第63条の11 

第１項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当

該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

第２項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメット

をかぶらせるよう努めなければならない。 

第３項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該

児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 

 

・条例 http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakajitensha/ 

 

 

 

・自転車保険加入促進リーフレット 

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27645/00368709/zitensyahoken.pdf 

 

 

 

・自転車保険 

 「おおさか自転車ほけん」一覧表 

https://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/osakahoken/index.html  

   


